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◎新潟県教育委員会訓令第10号 

県 立 学 校 

新潟県立学校職員服務規程を次のように定め、平成24年９月１日から実施する。 

平成24年８月３日 

新潟県教育委員会 

   委員長  栗 田  修 行 

新潟県立学校職員服務規程 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、法令、条例、規則及び他の訓令で別に定めのあるものを除くほか、県立学校に勤務する職

員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 県立学校 新潟県立学校条例（昭和39年新潟県条例第46号）別表第１から第５までに規定する学校をいう。 

(2) 職員 新潟県職員定数条例（昭和24年新潟県条例第36号）第１条に規定する職員のうち、県立学校に勤務

する職員をいう。 

(3) 教育職員 職員のうち、校長（園長を含む｡)､副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、寄宿

舎指導員及び実習助手をいう。 

(4) 総務事務システム 情報処理システム（電子計算機及びプログラムの集合体であって、情報処理の業務を

一体的に行うよう構成されたものをいう｡)を利用して職員の服務、給与等に係る請求等の手続に関する事務

の処理を行う仕組みであって、新潟県行政組織規則（昭和35年新潟県規則第８号）に定める総務事務センタ

ーの長が管理するものをいう。 

 （服務の基準） 

第３条 職員は、県民全体の奉仕者としての職責を自覚し、この規程の定めるところに従い、かつ、上司の職務

上の命令に従うとともに、常に品位を保持し、誠実、公正かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。 

第２章 勤務時間等 

（勤務時間の遵守） 

第４条 職員は、新潟県立学校に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振り等に関する規程（平成４年新潟県

教育長訓令第11号）の定めにより校長が定めた週休日及び勤務時間の割振りに従い誠実に勤務しなければなら

ない。 

（深夜勤務の制限） 

第５条 職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年新潟県条例第４号。以下「一般職員

勤務時間条例」という｡)第９条の２第１項（同条第３項において準用する場合を含む｡)の規定による深夜勤務

の制限の請求をしようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書（別記第１号様式）を校長に提出しな

ければならない。 

２ 校長は、前項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、職員に対して証明書類の提出

を求めることができる。 

３ 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（平成７年新潟県人事委員会規則第８―55号。以下「勤務時間規則」

という｡)第８条の２第６項（勤務時間規則第８条の４において準用する場合を含む｡)の規定による届出は、育

児・介護状況変更届（別記第２号様式）を校長に提出して行わなければならない。 

４ 第２項の規定は、前項の届出について準用する。 

（時間外勤務の制限） 

第６条 職員は、一般職員勤務時間条例第９条の２第２項（同条第３項において準用する場合を含む｡)及び第４

項の規定による時間外勤務の制限の請求をしようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書（別記第１

号様式）を校長に提出しなければならない。 

２ 校長は、前項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、職員に対して証明書類の提出

を求めることができる。 

３ 勤務時間規則第８条の３第７項（勤務時間規則第８条の４において準用する場合を含む｡)の規定による届出

は、育児・介護状況変更届（別記第２号様式）を校長に提出して行わなければならない。 

４ 第２項の規定は、前項の届出について準用する。 

（時間外勤務代休時間の指定） 
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第７条 一般職員勤務時間条例第９条の３第１項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則第８

条の６の定めるところにより校長が行う。 

２ 前項の時間外勤務代休時間の指定を行った場合は、速やかに総務事務システムにより職員に通知しなければ

ならない。 

（休日の代休日の指定） 

第８条 一般職員勤務時間条例第11条第１項の規定による休日の代休日の指定は、勤務時間規則第10条の定める

ところにより校長が行う。 

２ 前項の休日の代休日の指定を行った場合は、速やかに総務事務システムにより職員に通知しなければならな

い。 

第３章 服務 

（宣誓書の提出） 

第９条 新たに職員となった者は、校長の立ち会いのもとにおいて、職員の服務の宣誓に関する条例（昭和26年

新潟県条例第20号）第２条に規定する宣誓書に署名、押印し、当該宣誓書を校長を経由して新潟県教育委員会

（以下「委員会」という｡)に提出しなければならない。 

（身分証明書） 

第10条 職員は、身分証明書（別記第３号様式）の交付を受けようとするときは、身分証明書交付願（別記第４

号様式）により校長に願い出るものとする。 

２ 身分証明書の交付を受けた職員は、配置換え、離職等のときは、身分証明書を校長に返還するものとする。 

３ 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき又は身分証明書を破損若しく

は滅失したときは、身分証明書再交付願（別記第５号様式）により校長に願い出て、身分証明書の再交付を受

けるものとする。 

４ 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。 

 （年次有給休暇） 

第11条 職員は、一般職員勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、その前日の正午

までに、日時を明らかにして、総務事務システム又は年次有給休暇願（別記第６号様式）（校長の５日を超える

ものに限る｡)により、承認権者（訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ｡)に請求しなければならな

い。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができない場合は、その理由を明らかにして、遅滞なく、

請求しなければならない。 

 （病気休暇等） 

第12条 職員は、一般職員勤務時間条例第12条に規定する病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは組合休暇（以

下「休暇」という｡)又は職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和26年新潟県条例第19号。以下「職専免

条例」という｡)第２条に規定する職務に専念する義務の免除（第14条及び第15条に掲げるものを除く｡)を得よ

うとするときは、第３項から第５項までに定める場合を除き、その前日の正午までに、その理由及び日時を明

らかにして、承認権者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができ

ない場合は、その理由を明らかにして、遅滞なく承認を得なければならない。 

２ 職員は、病気療養のための休暇又は療後休暇を得ようとするときは、医師の診断書を提出して、承認権者の

承認を得なければならない。ただし、６日以内の病気療養のための休暇については、医師の診断書の提出を省

略することができる。 

３ 職員は、勤務時間規則第15条第１項第６号、第２項及び第３項に規定する出産のための休暇を得ようとする

ときは、産前産後休暇願（別記第７号様式）により医師の証明書を添えて承認権者の確認を受けなければなら

ない。 

４ 職員は、介護休暇を得ようとするときは、勤務時間規則第22条の定めるところに従い、介護休暇取得（延長）

願（別記第９号様式）又は教職員の介護休暇取得（延長）願（別記第10号様式）により、承認権者の承認を得

なければならない。 

５ 職員は、組合休暇を得ようとするときは、その前日の正午までに、総務事務システムにより、承認権者の承

認を得なければならない。 

 （休業等） 

第13条 職員の育児休業等に関する規則（平成４年人事委員会規則第 14―１号。以下「育児休業規則」という｡)

第１条の２に規定する育児休業等計画書は、別記第11号様式によるものとし、校長を経由して委員会に提出し

なければならない。 

２ 育児休業規則第２条第１項（育児休業規則第３条において準用する場合を含む｡)に規定する育児休業承認請
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求書は、別記第12号様式によるものとし、校長を経由して委員会に提出しなければならない。 

３ 育児休業規則第７条第１項に規定する部分休業承認請求書は、別記第13号様式によるものとし、承認権者に

提出しなければならない。 

４ 育児休業規則第４条第２項（育児休業規則第６条において準用する場合を含む｡)に規定する養育状況変更届

は、別記第14号様式によるものとし、育児休業又は育児短時間勤務の承認を受けている職員にあっては校長を

経由して委員会に、部分休業の承認を受けている職員にあっては承認権者に提出しなければならない。 

５ 育児休業規則第５条第１項に規定する育児短時間勤務承認請求書は、別記第15号様式によるものとし、校長

を経由して委員会に提出しなければならない。 

６ 地方公務員法第26条の２第１項に規定する修学部分休業の承認の申請は、あらかじめ修学部分休業承認申請

書（別記第16号様式）を承認権者に提出して行わなければならない。 

７ 職員の修学部分休業に関する条例（平成17年新潟県条例第８号）第４条第１号又は第２号に掲げる事由が生

じた場合は、修学状況変更届（別記第17号様式）を承認権者に提出しなければならない。 

８ 職員の自己啓発等休業に関する条例（平成23年新潟県条例第３号。以下「自己啓発等休業条例」という｡)第

６条に規定する自己啓発等休業の承認又は自己啓発等休業条例第７条第１項に規定する自己啓発等休業の期間

の延長の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日又は自己啓発等休業の期間の末日の３月前までに、

校長を経由して自己啓発等休業承認申請書（別記第18号様式）を委員会に提出して行わなければならない。 

９ 自己啓発等休業条例第９条第１項の規定による報告（同項各号に掲げる場合における報告に限る｡)は、校長

を経由して自己啓発等休業状況報告書（別記第19号様式）を委員会に提出して行わなければならない。 

10 勤務時間規則第24条第１項に規定する事由による休業の承認又はその期間の延長の申請は、休業しようとす

る期間の開始日又は休業期間の満了日の１月前までに、校長を経由して在外勤務等同行休業承認（期間延長）

願（別記第20号様式）を委員会に提出して行わなければならない。 

11 勤務時間規則第25条第３項の規定による届出は、校長を経由して在外勤務等同行休業失効（終了）届（別記

第21号様式）を委員会に提出して行わなければならない。 

 （兼職等） 

第14条 職員は、職専免条例第２条第１号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするとき（教育公務

員特例法（昭和24年法律第１号）第22条第２項の規定による研修を行おうとする場合を除く｡)は、あらかじめ

職務専念義務免除承認願（研修）（別記第22号様式）を提出し、承認権者の承認を得なければならない。 

２ 職員は、職務に専念する義務の特例に関する規則（昭和44年新潟県人事委員会規則第８―15号。以下「職専

免規則」という｡)第２条第１号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ職務

専念義務免除承認願（兼職）（別記第23号様式）を提出し、承認権者の承認を得なければならない。ただし、教

育長が別に指定する団体等の地位を兼ねようとする場合は、この限りでない。 

３ 職員は、職専免規則第２条第６号又は第７号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、

あらかじめ総務事務システムにより、承認権者の承認を得なければならない。 

 （研修） 

第15条 教育職員は、教育公務員特例法第22条第２項の規定により研修を行おうとするときは、承認権者の承認

を受けなければならない。  

 （専従休職） 

第16条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第55条の２第

１項ただし書に規定する許可を得ようとするときは、校長を経由して専従休職許可願（別記第25号様式）を、

提出し、委員会の許可を受けなければならない。 

２ 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が、職務に復帰しようとするときは、校

長を経由して復職願（別記第26号様式）を提出し、委員会の許可を受けなければならない。 

 （営利企業等の従事） 

第17条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ校長を経由

して営利企業等従事許可願（別記第27号様式）を提出し、委員会の許可を得なければならない。 

 （教育職員の兼職及びその他の事業等の従事） 

第18条 教育公務員特例法の適用を受ける職員は、同法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は

教育に関する他の事業等に従事しようとするときには、校長を経由して教育公務員の兼職（兼務）又は教育に

関する他の事業・事務従事願（別記第28号様式）を提出し、委員会の承認を得なければならない。 

 （勤務時間中の外出等） 

第19条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なけれ
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ばならない。 

２ 職員は、勤務時間中に離席等しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。 

 （証人、鑑定人等） 

第20条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載

した文書により、承認権者の承認を得なければならない。 

 （履歴書） 

第21条 履歴書の取扱いについては、新潟県立学校事務職員等履歴書取扱規程（昭和40年新潟県教育長訓令第３

号）及び新潟県公立学校教職員履歴書取扱規程（昭和53年新潟県教育委員会告示第３号）の定めるところによ

る。 

 （文書の取扱等） 

第22条 文書の取扱等については、新潟県立学校における事務決裁及び文書等に関する規程（昭和46年新潟県教

育長訓令第12号）の定めるところによる。 

２ 職員は、命令による場合及び校長の許可を得た場合でなければ、公文書を他人に示し、若しくはその内容を

告げ、又は謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときもまた同様とする。 

 （旅行） 

第23条 旅行を命じられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき又は旅行中職務上その他

の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければ

ならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限り

でない。 

２ 職員が旅行から帰校したときは、その翌日から３日以内に文書をもって校長に復命しなければならない。た

だし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。 

３ 職員が旅行から帰校したときは、速やかに総務事務システム又は書面により、旅行の事実の報告をしなけれ

ばならない。 

 （教育職員以外の職員の時間外勤務） 

第24条 教育職員以外の職員は、新潟県立学校に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振り等に関する規程の

規定により校長が定める勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日に勤務を命じられ

た場合は、総務事務システムにより確認しなければならない。 

 （宿日直） 

第25条 校長は、学校管理のため必要と認めるときは、休日その他正規の勤務時間以外の時間において、職員を

宿日直にあてることができる。 

２ 前項の規定によって、校長が職員を宿日直にあてるときは、あらかじめ新潟県人事委員会または所轄労働基

準監督署長の許可を得なければならない。許可を得た後に宿日直の態様を著しく変更しようとする場合は、新

たに許可を得なければならない。 

３ 宿日直の勤務規程は、別に校長が定めるものとする。 

 （事務引継） 

第26条 職員が、退職、辞職、配置換、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職

員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継をするものとする。 

第４章 警備 

 （火気取締責任者） 

第27条 校長はあらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。 

２ 火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退校の時は、異常のないことを確認し、警

備員にその旨を引き継がなければならない。 

３ 火気取締責任者が退庁のときなお在庁する職員がある場合には、前項の事務をその者に引き継ぐものとし、

引継ぎを受けた者は、火気取締責任者に代わってその責めに当たるものとする。 

 （非常持出） 

第28条 火災その他の非常災害が発生した場合は、あらかじめ定められた方法により重要文書等を持ち出すとと

もに、その他必要な措置をとるものとする。 

 （非常災害時の措置） 

第29条 職員は、学校又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに出勤して上司の指揮を

受け、応急の措置に当たらなければならない。 

第５章 補則 
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 （実施細目） 

第30条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成24年９月１日から施行する。 
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